
 

就労系事業所等の留意事項について 

 

山梨県 福祉保健部 障害福祉課 施設支援担当 

 

Ⅰ．就労系サービスにおける共通的事項  

１．在宅でのサービス利用の要件の見直し（就労移行支援及び就労継続支援）  

▶在宅でのサービス利用について、新たな生活様式の定着を見据え、本人の希望や特性

を踏まえつつ、更に促進するため、令和２年度に限って新型コロナウイルス感染症へ

の対応として臨時的に要件緩和した取扱いを令和３年度以降は常時の取扱いとする。 

≪在宅でのサービス利用要件≫  

（利用者要件）  

在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果

が認められると市町村が判断した利用者。  

（事業所要件） 

ア 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。 

イ １日２回の連絡、助言又は進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業活動、訓練

等の内容等に応じ、１日２回を超えた対応を行うこと。  

ウ 緊急時の対応ができること。  

エ 疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保

すること。  

オ 事業所職員による訪問、利用者の通所又は電話・パソコン等のＩＣＴ機器の活用に

より、評価等を１週間につき１回は行うこと。  

カ 原則として月の利用日数のうち１日は事業所職員による訪問又は利用者による通所

により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。  

キ オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き

換えて差し支えない。  

（その他） 

在宅と通所による支援を組み合わせることも可能。 

 

２．施設外就労に係る加算の発展的な見直し（就労移行支援及び就労継続支援）  

▶施設外就労に係る加算（施設外就労加算及び移行準備支援体制加算（Ⅱ））を廃止・再

編し、一般就労への高い移行実績や高工賃を実現する事業所、地域連携の取組への評

価に組み替える。 

・施設外就労については、一般就労への移行や工賃・賃金の向上を図るため有効であ

るとして促進してきたことから、引き続き実施していく。  

 

Ⅱ．就労移行支援  

１．基本報酬及び報酬区分の決定に係る実績の算定方法の見直し 



 

▶一般就労への高い移行実績を実現する事業所について、基本報酬において更に評価 

・「前年度において就職後６か月以上定着した者の割合（就労定着率）」としている基

本報酬の区分の決定に係る実績について、標準利用期間が２年間であることを踏ま

え、直近２か年度の実績により算定する。  

 

▶アセスメントの質を高めるための取組の評価 

・ 障害者本人の希望や適性・能力を的確に把握・評価を行うアセスメントについて、

地域のノウハウを活用し、その精度を上げ、支援効果を高めていくための取組とし

て、本人や他の支援機関等を交えたケース会議等を実施した事業所を評価するため

の加算を創設する。  

≪支援計画会議実施加算【新設】≫    583単位／回                

各利用者の就労移行支援計画の作成又は見直しに当たって、外部の関係者を交えた会議

を開催し、関係者の専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画の作成、変更そ

の他必要な便宜の提供について検討を行った場合に、１月に１回（年４回を限度）、所

定単位数を加算する。 

▶人員基準の柔軟化  

・就労支援の中心的な役割を担う「就労支援員」について、同一法人内の就労継続支

援事業所や就労定着支援事業所等との就労支援ノウハウの共有や人材利活用の観点

から、常勤要件を緩和し、常勤換算による配置を可能とする。  

就労支援員：就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を 15 で除し

た数以上を配置。 



 

Ⅲ．就労定着支援  

１．基本報酬及び基本報酬の区分の見直し 

▶経営の実態等を踏まえ、基本報酬を見直す。  

▶基本報酬の区分について、実績上位２区分に８割以上の事業所が分布している

一方で、下位２区分には事業所がほとんどないことを踏まえ、よりきめ細かく

実績を反映するため、各区分に係る実績の範囲を見直す。  

 

▶関係機関等との連携強化に係る加算の見直し  

・関係機関等との連携を強化し、個別の支援における協力関係を常時構築するため、

関係機関等とのケース会議等を実施することを報酬上評価する。  

・関係機関等と連携した支援については、支援期間にかかわらずに必要となることか

ら、現在、支援開始１年目についてのみ評価している「企業連携等調整特別加算」

を見直し、支援期間を通して評価する新たな加算を創設する。  

≪定着支援連携促進加算【新設】≫      579単位／回 

企業、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、医療機関等の関

係機関との連携体制の構築を図るため、各利用者の就労定着支援計画に係る関係機

関を交えた会議を開催し、関係機関との連絡調整を行った場合に、支援期間（最大

３年間）を通じ、１月につき１回（年４回を限度）所定単位数を加算する。 

 



 

▶対面での支援の要件緩和  

・運営基準に規定している「対面での支援」について、ＩＣＴの活用を念頭に、「対

面」要件を緩和することにより、障害者本人の希望や障害特性を踏まえ必要に応じ

た対面での支援とする（運営基準の見直し）。  

 

Ⅳ．就労継続支援Ａ型  

１．基本報酬の区分の決定に係る実績の評価方法の見直し  

▶基本報酬の算定に係る実績について、現行の「１日の平均労働時間」に加え、

「生産活動」､「多様な働き方」､「支援力向上」及び「地域連携活動」の５つ

の観点から成る各評価項目の総合評価をもって実績とする方式（スコア方式）

に見直す。 

 

▶基本報酬の算定における評価内容の公表 

・事業所のホームページ等を通じて、スコア方式による評価内容を全て公表すること

を事業所に義務付ける（運営基準の見直し）とともに、未公表の場合には基本報酬

を減算（所定単位数の 15％）する。 

▶一般就労への移行促進  

・ 障害者本人の希望と能力・適性に応じて一般就労への移行を促進していく観点か

ら、就労移行支援体制加算を充実する。また、加算の充実については、実績による

基本報酬の各区分に応じたものとする。  



 

・ 就労継続支援から就労移行支援への移行について、新たに一定の評価をする加算

（就労移行連携加算）を創設する。  

≪就労移行連携加算【新設】≫     1,000単位 

就労継続支援Ａ型を受けた後に就労移行支援の支給決定を受けた者がいた場合にお

いて、当該者に対して、当該支給決定に係る申請の日までに、就労移行支援事業者

との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該申請を行うに当たり、就労継

続支援Ａ型における支援の状況等の情報を文書により相談支援事業者に対して提供

している場合に、１回に限り、所定単位数を加算する。 

 

Ⅴ．就労継続支援 B型  

１．多様な就労支援ニーズに対応するための報酬体系の類型化  

・ 地域における多様な就労支援ニーズに対応する観点から、現行の「平均工賃月額」

に応じて評価する報酬体系に加え、「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもっ

て一律に評価する報酬体系を新たに設け、事業所ごとに選択することとする。 

 
 



 

▶「平均工賃月額」に応じた報酬体系における基本報酬区分の見直し 

・高工賃を実現する事業所について、基本報酬において更に評価する。  

・現行の７段階の基本報酬の区分について、実績下位３区分に８割近くの事業所が分 

布していること等を踏まえ、各区分に係る実績の範囲を見直す。 

・ 利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取組

として、就労の機会の提供や生産活動の実施に当たり、地域や地域住民と協働した

取組を実施する事業所を評価する加算を創設する。  

・ 地域生活や就労を続ける上での不安の解消、生産活動の実施に向けた意欲の向上な

どへの支援を充実させるため、ピアサポートによる支援を実施する事業所に対して

新たに報酬上の評価をする。 

≪地域協働加算【新設】≫                30単位／日  

「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系におい

て、各利用者に対して、地域住民その他の関係者と協働して支援（生産活動収入が

あるものに限る。）を行うとともに、その活動の内容についてインターネットの利用

その他の方法により公表した場合に、当該支援を受けた利用者の数に応じ、１日に

つき所定単位数を加算する。  

≪ピアサポート実施加算【新設】≫    100 単位／月  

「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系におい

て、各利用者に対し、一定の支援体制のもと、就労や生産活動等への参加等に係る

ピアサポートを実施した場合に、当該支援を受けた利用者の数に応じ、各月単位で

所定単位数を加算する。  

※ただし、このピアサポート加算については、一定のピアサポート研修を受講した方

を配置している場合になりますが、山梨県では実施しておらず、来年度以降実施で

きるように検討を進めているところです。（窓口：障害福祉課地域生活支援担当） 

 

Ⅵ．新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取り扱い等について  

▶共通事項 

 

 

基本報酬の算定 

通所（又は対面）での支援を避けることがやむを得ないと市町村

が判断する場合等において、利用者の居宅等でできる限りの支援

の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサ

ービスと同様のサービスを提供しているものとして報酬の算定が

可能 

▶就労継続支援 A型 

 

 

 

基本報酬の算定区分 

スコア方式の項目のうち、「労働時間」については、次のいずれ

かの年度の実績で評価（令和３年度報酬改定） 

① 平成 30年度 ② 令和元年度 ③ 令和２年度 

※ 「生産活動」については、前年度を「令和元年度」に置き換

えた実績で評価することも可 

（その場合、前々年度は「平成 30年度」を用いる） 



 

 

賃金の支払い 

生産活動収入の減少が見込まれるときには、災害その他やむを得

ない理由がある場合と見なして、自立支援給付費を充てることが

可能 

暫定支給決定 暫定支給決定期間内にアセスメントや意向の確認等が十分に実施

できない場合においても、できる限り実施した支援の実績等から

サービスの継続等を判断すること等が可能 

▶就労継続支援 B 型 

基本報酬の算定区分 平均工賃月額に応じた報酬体系については、次のいずれかの年度

の実績で評価（令和３年度報酬改定） 

① 平成 30年度 ② 令和元年度 ③ 令和２年度 

工賃の支払い 新型コロナウイルス感染症への対応によりやむを得ない場合、自

立支援給付費を充てることが可能 

▶就労移行支援 

 

基本報酬の算定区分 

就労定着者の割合の算出に当たっては、次のいずれか２カ年度間

の実績で評価（令和３年度報酬改定） 

①  令和元年度及び令和２年度 ② 平成 30 年度及び令和元年度 

支給決定期間の更新 原則１回とされている標準利用期間を超えた支給決定期間の更新

回数については、最大１年間の範囲で複数回の更新も可 

▶就労定着支援 

基本報酬の算定区分 就労定着率の算出に当たっては、次のいずれかの期間の実績で評

価（令和３年度報酬改定） 

① 平成 30年度、令和元年度及び令和２年度（３年間） 

② 平成 30年度及び令和元年度（２年間） 

基本報酬の算定（月

１回以上の対面又は

テレビ電話装置等を

用いた方法による支

援） 

対面での支援を避けることがやむを得ない場合であって、テレビ

電話装置等を用いた方法による支援環境が整っていない場合に

は、利用者の同意を得た上で、電話その他可能な方法により出来

る限りの支援を行ったと市町村が認めるときにも、報酬の対象と

することが可能 

※在宅でのサービス提供の品質管理・維持の観点から、運営において最低限必要と考え

られるポイントをまとめた「就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用

にかかるガイドライン」を県障害福祉課のホームページに公表しているので、在宅で

のサービス提供に当たっての参考にしてください。 

 

 


